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2005年度　都市計画マスタープラン策定実習

最終発表レジュメ
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　私達は当実習の題目である土浦市の都市計画マスタープランを策定するにあたって、都市計画マスタープランが都市を形成していく段階においていかなる役割を担っていくべきかという議論からスタートさせた。議論を重ねるうちに都市計画マスタープランは、いつから存在するのか、なぜ存在するのか、誰のために存在するのか、どのように活用されるべきなのかといった発想、分析が本質的に都市計画マスタープランを理解し、確立させる策定経路と認識した次第である。都市計画マスタープランの役割を本質的に問い直し、土浦市に有益な価値をもたらす都市計画マスタープランを策定することが私達のミッションである。学生という立場の見解から土浦市の今後の発展に寄与するアクションプランを提案させて頂きたい。また、市民参加と行政のサポート体制を推進するまちづくりを考え市民サイドに立った都市計画マスタープランの方向性を示す。

　レジュメのフローとして、まず都市計画マスタープランの歴史、流山市のマスタープランの事例から私達の考えるマスタープラン像を掲げる。次に土浦市の中学校区による地区別計画に市民参加の問題点が存在していることを指摘して、新たな尺度による地区別計画を提案して、創出されるメリットを説明する。そして、その地区別計画の選定方法、地区毎の特色を記す。さらには、新たな地区別計画でどのような市民参加が可能となるか組織改革の面からLLPを活用した方策を具体的に説明する。　以上、私達は土浦市の都市計画マスタープランを革新的に創造した。土浦市において当マスタープランが適応され、多くの市民の方々が土浦市への愛を育まれることを願って止まない。

[image: image3.png]| Fitimhith

DOilioHex

FURILD 5B EI(E T

LMXTHO, THHHIE
RENE)  RER
FEDOR)  THaRHM
INE 7 E DNEESE
BoTWAHIXTH D,
NS BN LXK D
<Y&xEHEET,

X Al 15

CoMX0Z <& hD 5
O, HETHD., Ei-
. ZOGRIZETEN ST
LT3, £o7C I
5 DEEZ G U HhIX
ERQUEA=E =i

y

7S

NITAMN IS (B
HET) &Rz g 5 X T
HO ., TZEFAENT F
THHEL TW5b, £oT
. TRICEGZEN M
X< VEHIET,

DI e
T i —m s e
DEEMR D Z VX T
b, ToTHEIZESH
?i;%b\kﬂﬁlzﬁ <hxrH
El o

b AL BL U NG

SRR
EE/ i OvREY
—E AN D HHIXTH
%, & o CEIREE
LipEY — U AL DL
FEMN LXK
ZHET,

OIS

T O TRl L5IS:
A < T HHIX T
%, 207D
O F5EU o H S < 0 &
Eti

OB B O X

BUTREAS SN B (E
EHITH D, ZDEM
FEONEE, AT - fRAtER
BOUEICELZE N
FEEHI LV EHIET.

@R - HiFmx

FIF DL HIR5 & H3sk
LHIXTH5, Lo,
NS EIENHL BHIASE
s &EDTES
HIMAERRIDHIX D < D
ZHET,

== ~

©5 i ifistix
& S X T
H5, dLEBTIEFLax
HlEhmA TH LA, L
B TOE 7 e &
BCIEL Yy —ELTD
TENED, Ko TEY
Mzl TREEL VY
—DINIOHX DL Y &
Hi59d.

@rpColifinx

O OH]IlA % 75
HMXTHO, BHTZE
DANZ {EXHHIX
Thbd, /o, Lifih
DEHEBFADLMT

)
=

Ok EBumx

P DYAT) 113850 3 Bt X
IZfEESNTLS, &
FRIIET TR S L S
HDTIEE L, DI
DEBIHEI LD, X
> TR DJRE A E
HHIX DK W EHIET,





　日本では１９９２年の都市計画法の改正により、市民参加の都市計画マスタープランの策定が普及した。しかしながら、行政による、行政のための都市計画マスタープランが多く存在し、理想的な市民参加は難しい。やはり市民参加させる仕掛けが必要である。そうしたジレンマが存在している現在、私達はこの問題を明確にして、新たなマスタープラン像を創造していく。

2-1.都市計画マスタープランの歴史

　マスタープランの歴史は、１９５０年代のアメリカに由来する。名称は、「The Urban General Plan SanFrancisco1」である。「Urban General Plan」の他、「Urban Comprehensive Plan」とも呼ばれていた。また、初期のT.J.Kentは都市計画マスタープランの役割を、政策決定、政策の効率性、意思決定、専門家からの助言、教育・啓蒙と記している。以上のことから本来のマスタープランは、名称は様々であり、実際の都市計画に実効性

を伴う計画書、市民が理解してまちづくりを推進する計画書であると解釈した。以上のことから私達の都市計画マスタープランでは、まちづくりに寄与することで、その恩恵を受け、自らの生活が豊かになることを市民にダイレクトに伝えるマスタープランを理想と掲げることにした。

2-2.マスタープラン参考事例　〜流山市〜
　　上記のような都市計画マスタープランを理想と掲げた場合、いかにして市民にまちづくりに関わる有益情報を提供するかが重要なポイントになってくる。そこで、その参考事例として千葉県流山市の都市計画マスタープランに記されている市民の役割が特筆される。以下に流山市における市民の役割を記す。

◆市民の役割

・本市に在住・在勤・在学する人、自治会などの地域団体、市　

　民団体及びＮＰＯ法人(以下市民という)は、一人ひとりがま

　ちの構成員としての役割・責務を認識し、地域環境への配慮　

　など相互理解のもと、まちづくりを推進するものとします。

・市民は、自らまちづくりの担い手として、また協働により、

　まちづくりの主体者の一員として、ＮＰＯなどの市民活動に

　より、新しい公共サービスを創り出し、サービスを提供する　

　ものとします。

・市民は、まちづくりに関する各種イベントや行政が開催する

　説明会など、様々なまちづくりの場に積極的に参加するもの　

　とします。

· 市民は地域等のまちづくりについて、十分な議論を尽くす、

　 合意形成を目指すものとします。

　このように流山市の都市計画マスタープランでは、市民の役割が明確に示されており、市民参加をより積極的かつ義務的に捉えた都市計画マスタープランが策定されている。その他、まちづくりを推進するプレーヤーを市民、事業者、行政と位置づけて、事業者は市民と行政の中間的な役割、行政は公共事業の主体的な事業者であるとともに、まちづくりのプロモーターとしての調整的な役割を担うと記されている。

図1　流山市都市計画マスタープラン　まちづくりの仕組み

2-3私達のマスタープラン

　私達はマスタープランから市民に、まちづくりに関わることで、自らの生活が豊か（経済的・精神的）になることを伝える。そして、市民にまちづくりの情報が伝わってこなかった歴史を、市民のためのマスタープランを策定することによって、また市民のまちづくりに対する役割を明確（義務化）にすることから、マインドセットの変化を引き起こさせる。つまりは、次回の土浦市マスタープラン策定の際に、既存の行政によるマスタープランの策定と市民のためのマスタープランの策定の２つのマスタープランの策定を提案する。当実習においては、新たな試行ということで、市民のためのマスタープランを提案する。

マスタープランの情報媒体としては、回覧板、地域情報誌を介して継続的に広報する。一世帯に最低１つマスタープランが配布されることと仮定する。それでは、現在の土浦市の市民参加の現状を分析して、何が影響して市民参加のバリアとなっているかを考えていくことにする

3-1.現在の地区割り

　現在、土浦市の地区別計画における地区割りは中学校区単位で、全部で７地区に分けられている。これは中学校区ごとに地区委員会が組織されていることや、市民に分かりやすいという理由から分けられている。
3-2.現在の地区割りの問題点

3-2-1.地区市民委員会の体制から

　地区市民委員会は中学校単位よりさらに小さい町内会組織からそれぞれ6名の市民が選出され6つの部に割り振られる形で組織されている。さらに、各市民委員会で出された意見や提案等は年2回開かれる土浦市まちづくり市民会議において情報交換が行われている。（図2）現在は福祉部や安全部など各地区すべて共通の部だけがおかれている。図のように横に並べてみても、その違いや特徴は見て取れない。また各部への人員の選出においては積極的に取り組む市民は一部であり、仕方なく行っているというケースも多い。

3-2-2.市役所へのヒアリングから
　市役所へのヒアリング調査から以下のようなことが問題として挙げられた。

○市民会議等への参加はほとんどがボランティアによるもので、若い人はほとんど出席していない。

○市民は基本的計画から行政に任せっきりで、利害関係の及ばない点には関心をよせていない。そのため土浦市全体のことを考えているかどうかは分からない。

　この他、既存の地区割りでは、各地区間で共通した問題に対して一体的、効率的な整備ができていないという現状もある。
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図2　地区市民委員会組織図

（市役所からいただいた資料より）

4-1.新地区計画に向けて

　　以上のようなことから、私達は市民や各組織が能動的なまちづくり活動を行え、かつ共通した問題に関して一体的に捉えて効率的に対処できる新しい地区割りにする必要があると考えた。

　また新たに地域特性を地区割りに盛り込むことで市民にとってより身近に捉えやすい（利害に関わる）地区割りにし、積極的なまちづくりへの参加を促すことを目的とする。
4-2.新しい地区割りの提案

　私達は新しい地区割りを土浦市の土地利用に注目し、分類することにした。またそれに加え、歴史ストックや自然ストックを考慮し地域性を高めた分類を行う。なお、先日合併した新治村も含めて扱う。

4-3.新しい地区割りによるメリット

　新しく土地利用ベースの地区割りを行うことで、以下のようなことがメッリトになると考えられる。

○より市民に身近な地区割りになることで、それぞれの計画に対して関心を持ちやすくなる。

○利害に関わる計画に触れることで、まちづくりに自然と関わるきっかけが生まれる。

○現在の地区割りで地区をまたいで共通している課題に対して、一体的に捉え効率よくアプローチしていくことができる。

　また、土浦市において新地区別計画に移行したときの各項目の変化を以下のように示す。（表1）

表1　新地区別計画による各項目の変化

	地区別計画
	既存地区別計画
	→
	新地区別計画

	地区割り
	中学校区別
	→
	土地利用別

	運営組織
	地区市民委員会
	→
	新地区市民委員会

	問題
	地区間でまたがっている
	→
	総合的な解決へ

	市民の意識
	利害関係にしか興味がない
	→
	まちづくりから生まれる利益を享受

	
	まちづくりに

興味がない
	→
	まちづくりを知る

	市民参加
	コミュニティ

意識がない
	→
	コミュニティ豊かに



4-4.地区割りの選定方法
　新しい地区分けは現在の土地利用状況から分類を行っていく。その前に分類を行う上で、最小単位を定める必要がある。そこで最小単位として町丁目を最小単位とする。そして、

①土地利用状況から住居、商業、工業、農業の4つに分類。
　住居　第1種低層住居専用地域

　　　　第2種低層住居専用地域

　　　　第1種中高層住居専用地域

　商業　近隣商業地域・商業地域

　工業　工業地域・工業専用地域

②自然公園や歴史的なものを合わせて地区割りを行う。
4-5.新地区別計画

新土浦市地区別構想提案図（図4）参照


既存の地区別構想の中では“地区市民委員会”という仕組みを用い、ボランティアで市民参加を行う仕組みである。 “地区市民委員会”は全ての地区に同じ部会しかなく、また部会を構成する住民から選出される構成員は毎年入れがあり、そのため活動に地域特性を反映されず活動目的が明確にならなかったり、組織が成熟せず活動が毎年同様のことを繰り返し形骸化してしまったりといったことがあげられる。またボランティアのため活動領域が限られてしまってもいる。

そこで、この新たな地区構想の中で行われる地区別の市民組織に“LLP”を活用する。LLPを適応することから、事業への法人税が課税されず、有限組合であることからリスク回避が可能となり、出資割合によらない利益配分を市民が得ることが出来る。

　当LLPは新たな地区構想の住民全員から資金を徴収する。そして資金の徴収と同時に住民全員を組合員に認可して、活動の参加者の募集を行い、活動参加者がコミュニティービジネスやボランティア活動を住民からの資金を元に行う。配当はLLPでの活動を積極的に運営した市民に優先して配当され、市民活動のインセンティブとなり持続的発展可能なまちづくりを目指す。
市役所はLLPのまちづくり活動をサポートするため、オブザーバーとしてノウハウの提供や人材派遣、専門家の派遣を要請によって行う。行われる事業によっては資金の融資をする場合もある。また招聘された専門家に対しては、LLPが個別に契約を結び専門家に配当を与えることで、住民と専門家双方の積極的なやり取りが行われ、よりよいまちづくりが行われる。


図3　新地区別計画における委員会組織図
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図4

『市民のためのマスタープラン〜大学生が作っちゃいました〜』
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